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開議 午前９時００分 

○議長（篠塚信太郎君） 皆さん、おはようございます。 

  本日は、大変お忙しい中、定刻にご参集いただき、ご苦労様です。 

  ただいまの出席議員は１６名であります。 

定足数に達しておりますので、平成３１年第２回京丹波町議会臨時会を開会します。 

  直ちに、本日の会議を開きます。 

  

《日程第１、会議録署名議員の指名》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、８番議員・隅山卓夫君、９番議

員・森田幸子君を指名します。 

 

《日程第２、会期の決定》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 異議なしと認めます。 

  よって本臨時会の会期は、本日１日限りと決しました。 

 

《日程第３、諸般の報告》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  本臨時会に町長から提出されています案件は、承認第１号ほか２件です。 

  提案説明のため、太田町長ほか関係者の出席を求めました。 

 ４月１９日に議会運営委員会が開催され、本臨時会の運営について協議されました。 

 また、議会広報常任委員会を開催され、議会だより第６１号を発行いただきました。 

 本日、本会議終了後に、全員協議会が開催されます。委員の皆様にはご苦労様ですが、引

き続きよろしくお願いをいたします。 

以上で諸般の報告を終わります。 
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《日程第４、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町税条例の一部を改

正する条例の制定について～日程第６、議案第４５号 平成３１年度 京丹波町新庁舎整

備事業木材調達契約》 

○議長（篠塚信太郎君） 日程第４、承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 京

丹波町税条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第６、議案第４５号 平成

３１年度 京丹波町新庁舎整備事業木材調達契約を一括議題とします。 

町長の提案理由の説明を求めます。 

  太田町長。 

○町長（太田 昇君） 本日ここに、平成３１年第２回京丹波町議会臨時会をお願いいたしま

したところ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集をいただきまして

まことにありがとうございます。 

  それでは、本日提案させていただきます議案につきまして、その概要を説明させていただ

きます。 

  承認第１号 専決処分の承認を求めることにつきましては、地方税法の一部を改正する法

律の施行に伴い、本町税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、議会の承

認をお願いしております。 

個人住民税の寄附金税額控除における指定制度の導入など、地方税法において改正され

た内容に基づき必要な整理を行うものであります。 

承認第２号 専決処分の承認を求めることにつきましては、地方税法の一部を改正する

法律の施行に伴い、本町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分いたしました

ので、議会に承認をお願いしております。 

国民健康保険税の賦課区分のうち、医療給付費分に係る課税限度額を５８万円から６１

万円に引き上げるものであります。 

また、低所得者の国民健康保険税の負担軽減を図るため、５割軽減及び２割軽減の対象

となる世帯の軽減判定所得基準の見直しを行うものであります。 

議案第４５号 平成３１年度 京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約につきましては、

新庁舎の整備にあたり、必要となります木材の調達に期間を要することから、先行して調達

するもので、製材業者としてのノウハウを持つ町内の３業者で構成された京丹波町木材供給

共同企業体と随意契約を締結するものであります。新庁舎整備事業を契機に、町内産木材の

活用モデルとして、生産者等の森づくり意欲の拡大や森林林業分野の担い手の育成と技術継

承を高めることを目的としております。 
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以上、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議賜りまして、原案にご賛同いただ

きますようお願いを申し上げます。 

○議長（篠塚信太郎君） 補足説明を担当課長から求めます。 

  豊嶋税務課長。 

○税務課長（豊嶋浩史君） 承認第１号 京丹波町税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることにつきまして、補足説明を申し上げます。 

  今回の専決処分につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成３１年３月２９

に公布されたことに伴いまして、施行期日を平成３１年４月１日及び平成３１年６月１日と

する必要のある内容についてのみ措置させていただいたものでございます。 

まず、地方税法改正の概要につきまして、ご説明を申し上げます。 

今回、公布された改正地方税法は、平成３１年度税制改正大綱を受け、個人住民税の寄附

金税額控除における指定制度の導入をはじめ、軽自動車税や固定資産税などにおいての特例

措置等の見直しなど、現下の社会情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなものとし、地

方創生を推進する等の観点から、税制上必要な措置を講じられたところであります。 

今回の町税条例の改正案につきましては、これらの地方税法において改正された内容に基

づき、必要な整理をお願いするものであります。 

それでは、町税条例の改正の内容につきまして、その概要を新旧対照表によりご説明申し

上げます。最初に、新旧対照表１ページ第１条関係からご覧ください。 

まず１ページ、第３４条の７（寄附金税額控除）につきましては、これまで、どの地方団

体に「ふるさと納税」をしても特例的な税額控除が受けられましたが、法改正により、総務

大臣が地方財政審議会の意見を聴き、一定の基準に適合する地方団体を指定して、この指定

された地方団体に「ふるさと納税」をすると、「特例控除対象寄附金」として税額控除が受

けられることとなりました。適用条項につきましての所要の整理を行うものでございます。 

次に２ページから３ページです。附則第７条の３の２につきましては、法改正に伴い、個

人住民税における住宅ローン控除の適用期間を２年間の延長し、併せて、住宅ローン控除の

適用要件として、納税通知書の送達までに確定申告書等の提出されたもののみとされてきた

ものを、送達後に所得税の修正申告書等が提出された場合においても、住宅ローン減税の適

用ができるようになるというよう要件の緩和を行うため、適用条項について所要の整理を行

うものであります。 

次に３ページから５ページであります。附則第７条の４（寄附金税額控除における特例控

除額の特例）、附則第９条（個人の町民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等）及び附則
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第９条の２につきましても、１ページ目でご説明させていただきました「特例控除対象寄附

金」における法改正に伴いまして、適用条項及び文中表現等について整理を行うものであり

ます。 

次に５ページから６ページです。附則第１０条の２（法附則第１５条第２項第１号等の条

例で定める割合）につきましては、固定資産税の償却資産に対する課税標準の特例の見直し

に関するもので、今回の法改正に伴い、法条項のズレに伴う文言整理を行うものであります。 

次に７ページから１０ページであります。法附則第１０条の３（新築住宅等に対する固定

資産税の減額の規定の適用を受けようとするものがすべき申告）につきましては、固定資産

税の課税標準の特例措置を定めるものにつきましても、法改正及び政省令改正等に伴い同様

に、条項ズレが生じたことから、各項について、適用条項の整理を行うものであります。 

次に１０ページから１４ページ、附則第１６条（軽自動車税の税率の特例）、附則第１

６条の２（軽自動車税の賦課徴収の特例）につきましては、グリーン化を進める観点から、

平成２８年度から適用された重課税率について、平成３１年度課税分は、平成１８年３月３

１日までに初回登録され１４年を経過したものについて適用することを明記したほか、平成

２９年度課税分に適用された軽課税率の特例の削除など、法改正及び政省令改正等に伴い、

各条項において必要な適用条項の整理を行うものであります。 

次に１５ページから１６ページです。第２条関係でございます。法律改正に合わせて既

に議決をいただきました、平成２９年条例第７号の規定中、平成３１年３月１日施行分とな

ります一部について、今回の地方税法等の一部の改正する法律の公布により、先ほど説明さ

せていただきました第１条関係の「附則第１６条」の改正に伴いまして「同条第１項」にお

ける、適用条項にズレ及び条文中の文言等につきまして、所要の整理を行うものであります。 

最後に１７ページから２０ページ、第３条関係をご覧ください。これも、法律改正に合

わせて既に議決いただきました、平成３０年条例第２４号の規定中、平成３２年４月１日施

行分となります一部について、今回の地方税法等の一部を改正する法律の公布によりまして、

電子申告が困難となる事由がある場合は、書面による申告を可能とされる見直しがなされた

ことに伴いまして、適用条項にズレ及び条文中の文言等について、所要の整理を行うもので

あります。 

なお、今回の専決以外の地方税法改正に係る町税条例の改正につきましては、以後の定

例会におきまして、ご提案させていただく予定であります。 

以上をもちまして、補足説明とさせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 
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○議長（篠塚信太郎君） 久木住民課長。 

○住民課長（久木寿一君） 承認第２号 京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の「専決処分の承認を求めることについて」の補足説明を申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が、平成３１年３月２

９日に公布、平成３１年４月１日から施行されたことに伴いまして、専決処分を行ったも

のでございます。 

主な改正内容につきましては、先ほど町長の説明にもありましたように、保険税の課税

限度額及び軽減判定所得基準の見直しをそれぞれ行うものでございます。 

具体的には、新旧対照表により説明申し上げますので、２枚めくっていただいた、横長

の表をご覧ください。 

まず、第２条第２項です。ここでは医療給付費の課税基礎額を、世帯主等につき算定し

た所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計額とすることを規定しておりますが、

ただし書きで、その限度額を「５８万円」から「６１万円」に引き上げるものでございま

す。 

なお、この限度額引き上げに伴い、限度額超過世帯、限度額を超える世帯につきまして

は、２６から２３世帯になり、保険税の増額分は、当初予算の算定時点の段階で、約６８

万円を見込んでおります。 

次に、第２３条第１項につきましては、保険税の減額に際しての限度額の規定でござい

ますが、第２条第２項ただし書きの改正に関連するものでございます。 

また、両カッコ２、第２号におきましては、５割軽減の判定所得の算定におきまして、

被保険者数等に乗じる金額を「２７万５，０００円」から「２８万円」に引き上げるもの、

両カッコ３、第３号につきましては、２割軽減の判定所得の算定におきましては、被保険

者数等に乗じる金額「５０万円」から「５１万円」に引き上げるものでございます。 

なお、この改正による本町の被保険者への影響といたしましては、当初予算の算定時点

でありますが、５割軽減世帯が８世帯、１６人の増、軽減額は約３７万円、２割軽減世帯

が３世帯、３人の増加、軽減額約３万５，０００円を見込んでおります。 

以上で、京丹波町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分についての、補

足説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 議案第４５号 京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約につきま

して補足説明を申し上げます。 
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  今回の木材調達契約につきましては、新庁舎の整備にあたりまして、新庁舎の構造を木造

と鉄筋コンクリート造の複合構造として計画しております。このうち、木材の調達には、

原木の切出しから伐採、仕入れ、加工など複数の工程があり、期間を要することから木材

調達を先行して行うものでございます。また、新庁舎整備事業を契機として、町内産木材

の活用モデルとして、生産者等の森づくり意欲の拡大でありますとか森林林業分野の担い

手の育成と技術の継承を高めることを目的としておるところでございます。 

  これには、伐採期を迎えた本町の豊富な森林資源の有効活用、及び山が荒廃しないような

循環型の持続的な環境を維持する観点からもその担い手の育成と技術の継承が大きな課題

でありまして、本町にとって重要な施策であると考えております。 

  今後におきましても、ノウハウの蓄積によるコスト縮減等によって自立した事業とするこ

とを目指しております。 

  これらのことから、新庁舎整備事業における大規模な木材調達を製材業者としてのノウハ

ウを持つ町内の３業者で構成された共同企業体への発注によってノウハウが蓄積されるこ

との意義は大きいものと考えております。 

  次に、議案書をめくっていただきまして資料１といたしまして、契約概要及び契約相手方

の構成員等を掲載しております。調達いたします材は、次のページの資料２の予定価格設

計書に基づきまして記載させていただいており、京丹波町産木材として、構造用製材のス

ギ、ヒノキで、ＪＡＳ規格の強度規格Ｅ７０等級以上、平均含水率２０％以上、甲Ⅱ及び

甲種三級で構造用製材として、各サイズ合計５，７５４本と、集成材用としてスギ、ヒノ

キで、４５３本としております。 

  また、資料２の予定価格設計書において、使用部位及び樹種、立米単価、１本当たりの単

価を基に設計金額を算出しております。なお、備考欄に記載しております「Ｈ３０調達半

製品」とあるのは、平成３０年度調達半製品のことでございますが、これは、昨年１０月

の臨時会でお世話になりました木材調達分でございまして、今回製品とする最終的な木材

仕上げも含んでおるとこでございます。 

  資料３Ａ３サイズの図面では、細かい図面で大変申しわけございませんが、１枚目が、２

階部分の伏図であり、いわゆる建築物の平面図でございます。２枚目が、屋根の伏図、３

枚目、右側が執務室の腰屋根、屋根の上にまた小さい屋根がつく腰屋根、と左側が議場の

屋根伏図であります。４枚目が断面図となっております。なお、５枚目、６枚目につきま

しては、伏図にあります各符号の断面リストとなっております。 

  例えば、図面１枚目にお戻りいただきまして、右側です。執務室２階の伏図でございます
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が、細かい字で申しわけございません。主に使用されている符号Ｇ２４という記号がある

と思うのですが、それにつきましては、１２センチかける２４センチ角のスギの製材であ

ります。 

  また、左側の議場等が入る棟の伏図であれば、符号２－Ｇ２４ａという記号があるかと思

います。それにつきましては、縦２４センチ横１０．５センチのスギの製材を２つ合わせ

た梁で、Ｇ２７であれば、縦２７センチ横１２センチのスギ製材の梁ということになりま

す。 

  また、小さく黒く塗られた四角の符号Ｃ２４というのがあると思うんですが、サイズは、

縦２４センチ横１２センチの製材を２つ合わせた組柱となります。 

  図面４枚目の断面図でございます。左下にＹ７通り軸組図とあるかと思うんですが、ちょ

うどその防災会議室となる部分でございます。１階と２階の天井部分には鉄骨のＨ鋼を使

用する設計となっております。ちょうどアルファベットのＩの文字のように描かれている

部分がそれでございます。 

  それでは、議案表紙に戻っていただき、議案を読み上げまして説明とさせていただきます。 

議案第４５号 平成３１年度 京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約について 

平成３１年度 京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約について、下記のとおり物品購

入契約を締結するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第８号並

びに京丹波町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例（平

成１７年条例第４７号）第３条の規定により議会の議決を求める。 

                   記 

  １ 契約名 平成３１年度 京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約  

  ２ 契約金額 １億１，３６７万０，０００円 

 ３ 契約の相手方 京都府船井郡京丹波町升谷川岸９番地 京丹波木材供給共同企業体 

代表者 丸和木材 代表者 野口 太志 

  ４ 契約の方法 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第

２号の規定による随意契約 

  ５ 納入場所 京都府船井郡京丹波町内 

  ６ 契約期間 議会の議決を得た日から平成３２年３月３１日まで 

  平成３１年４月２４日提出 

  京丹波町長 太田 昇 

  以上、京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約につきまして、補足説明とさせていただき
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ました。ご審議いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 以上、説明のとおりであります。 

これより、承認第１号 「専決処分の承認を求めることについて 京丹波町税条例の一

部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） 提案となっております承認第１号について、伺っておきたいと思う

のですけども。さきほど提案理由の説明で内容についての説明をいただいたわけでござい

ますけども、大きく言いまして、ふるさと納税の関係と住宅ローン減税の関係が中心だと

思うんですけども、ふるさと納税については、本町も取り組んでおるわけでございますけ

ども、今、いろいろ報道されておるのを見ておりますと、結局、返礼品という物が非常に

大きなウエイトを占めてですね、競争となっておるそういう状況の中で、それを一定規制

しようということだと思うんですけども、本来のふるさと納税の考え方というのはどうい

うものであったのか、改めて伺っておきたいと思います。そういう趣旨からしてですね、

本当に今のあり方でいいのかどうかということも問われてくるのだと思うんですけども、

その点についての見解を伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 豊嶋税務課長。 

○税務課長（豊嶋浩史君） 先ほどの山田議員のご質問ですけれども、ふるさと納税につきま

して、当初の趣旨といたしましては、ふるさとや地方団体のさまざまな取組みを応援する

気持ちを形にする仕組みとして、平成２０年度の税制改正によって創設されたものでござ

いまして、その趣旨に基づきまして、当町のほうもこの取組みを進めておるというような

形でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 全国的にいろいろ課題や問題も出てきておると思うんですけども、

特に泉佐野市のように年間の予算額に匹敵するような額が集まるというとこもあるわけで

ございますけども、結局それは返礼品が非常に魅力があると言いますか、そこに集中する

ということも起こってきておるわけでございますし、結局、インターネットでショッピン

グするようなそういう形にすらなってきたということで、本来あるべき姿にしっかり立ち

戻るということが今大事じゃないかと思うんですけども。やはり、本来の趣旨というのは、

もっと大事にされんと。結局、そういうものがしっかり出発時からなかったということも

大きな要因であろうかと思うんですけども。結局そこは一番原因としては何かと、地方の

財源を確保しようというひとつの形で出されてきた面もあるわけですけども。本来なら地
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方交付税がしっかり保障されて、地方自治体がしっかりそれに基づく行政運営をやれると

いうのが本来の形だと思うんですけども。そういう課題の中で、今回、説明でもありまし

たように、総務省が認めなければ、その対象団体にならないということになってきておる

わけでございますけども、そこらへんのことはしっかりもっとさせていかなければならな

いかと思うんですけども、そのへんについてですね、本町の考え方とこういう規制がされ

てきておる課題の中で、ふるさと納税そのものをどうみるかということになってくると思

うので、そのへんについてどうあるべきかと考えがあれば伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 趣旨といたしましては、先ほど税務課長が述べたとおりでござい

ます。本町におきましても一定、ふるさと納税をお世話になっておるところでございます

が、返礼品を目的にですね、そういった趣旨でふるさと納税をいただくという形になりが

ちなところでございます。そういった部分を、国の方も是正する意味でですね、先ほど説

明さしていただいたような制限を設けつつ、本来の趣旨を全うするというような形を求め

ているところでございまして、本町におきましてもやはり郷土愛の精神でですね、ふるさ

と納税をしていただきながらですね、ひいては町財政に少しでも大事に使わせていただく

というようなことが大切でございます。そういった意味でも、寄付をいただく方々もそう

いう目的でお世話になっていると思っているところでございます。しかしながら、全国的

に見ますとやはり返礼品が先走っていくとこもございますので、今回の法改正に因りまし

て、そういったところを是正しながら、本来の議員がおっしゃるような趣旨に基づいて、

一旦、元に帰ってですね、一回改めて、またこの制度を活用していただくというような趣

旨もありまして、こういった改正がなされたものと考えておるところございます。以上で

ございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） 課長が言われたように郷土愛とか災害の支援とか言う意味で、寄付と

言うのが効果というのは認めるものでありますけども、税は住民サービスの対価でもあり

ますので、たくさん入ってくるところがある一方で、反対に町民税ですか、税金が赤字に

なるところも全国的には出ているということで、赤字に対しては、また国の方が地方交付

税で措置しているのかいうことがあるのかもわかりませんけれども、やはり本来の税のあ

り方を今の現実のそういう制度は、ゆがめているのではないかなというふうに思うのです

が、見解をお聞きしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 豊嶋税務課長。 
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○税務課長（豊嶋浩史君） ふるさと納税に関しましてのことでよろしいですかね。住民税に

反映するという形の分につきましては、ふるさと納税につきましては、納税と言いまして

も寄附金というカテゴリーの方になっておりまして、それをしていただくことによって、

住民税の控除額の方に、税控除の方に反映するという形になりまして、住民税の軽減にも

なっているということになります。税収分に関しての減額につきましても、確かに東議員

がおっしゃられました交付税の方で補填されるというようなところで、基準財政需要額か

ら基準財政収入額、減った分ですけどもそのへんで調整されているというふうにご理解い

ただければありがたいと思っております。 

○議長（篠塚信太郎君） 坂本君。 

○３番（坂本美智代君） もうひとつの方の専決、住宅ローン控除のことなんですけど、資料

１の方で、議運でも説明は少しお聞きしたんですけれど、対象となるのが新築とリフォー

ムということをお聞きしたんですけれど、新築でも引渡しされた期間、期間というのです

かね、消費税ということもお聞きしたんで、いつからの引渡しの期間になるのか、いつか

らいつまでとかいうのがわかれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 豊嶋税務課長。 

○税務課長（豊嶋浩史君） 住宅ローンの件につきまして、引渡しの件につきましては、この

税の改正につきまして、消費税１０％になる今年の１０月１日から平成３２年１２月３１

日の間に入居された方におきまして、延長分が措置されるという形になっております。以

上です。 

（「いつまで」と呼ぶ者あり） 

○税務課長（豊嶋浩史君） すみません。平成３２年１２月３１日まで。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって質疑を終わります。 

  これより討論を行います。 

  最初に、原案に反対者の発言を許可します。 

  山田君。 

○１０番（山田 均君） ただいま提案されております、承認第１号 専決処分の承認を求め

ることについて 京丹波町税条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から

討論を行います。 

  今回の内容の中心は、ふるさと納税の見直しに伴うものと住宅ローンの拡充に伴う措置と

いうことになっております。一つ目のふるさと納税制度の見直しによる専決処分でありま

すが、さきほどもありましたようにふるさと納税制度は、出身地や応援したい自治体に寄
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附し、寄附した人は住んでいる自治体の住民税と国の所得税の控除が受けられる仕組みで

あります。２００８年から始まり、２０１５年度からは寄附先が５自治体までなら確定申

告がいらないワンストップ特例が導入もされました。寄附金の使い道や返礼品については、

法令に規定がなく、自治体の判断に任されてきました。そのため、泉佐野市のように市の

年間予算に匹敵するふるさと納税が集まるなど、現在の過熱した返礼品競争を規制しよう

とするものでありますが、そもそも総務省は、ふるさと納税の意義の第一に、納税者が寄

附先を選択する制度であり、選択することでその使われ方を考えるきっかけとなることか

ら、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分のこととしてとらまえる貴重な機会と

なるとしておるわけであります。全国の自治体の中には、現在の寄附金争奪合戦は、寄附

先自治体の施策などに関係のないインターネットショッピングのような状態となっており、

返礼品の魅力やお値打ち感で寄附先を決定するなど本来の趣旨とかけ離れた税制度をゆが

めるものとなっているとして、寄附によって地域を応援してもらう制度の原点に立ち返る

自治体も生まれています。ふるさと納税制度は、出身地や応援したい自治体に寄附すると

した本来の趣旨に立ち返るべくことを指摘して反対するものであります。日本共産党は、

ふるさと納税について、郷里への応援、被災地支援などその効果は認めています。しかし、

本来の趣旨が生かせれるよう改善の必要性も指摘しておりますが、問題の本質は、慢性的

な地方財源不足解消のために、地方交付税の抜本的拡充が必要であることを求めているわ

けでございます。２つ目の住宅ローン拡充に伴う措置については、１０月から予定をされ

ている消費税１０％増税への対策として、打ち出されているものでありますが、３年間の

期限付きで、増税による影響を少しでも和らげようとするものですが、小手先の対策を打

ち出すのであれば、きっぱりと消費税１０％増税を中止することが必要であることを指摘

して反対討論といたします。  

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより承認第１号を採決します。 

  承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町税条例の一部を改正する条

例の制定について、原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 
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  よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。 

次に、承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定についての質疑を行います。 

 東君。 

○４番（東まさ子君） 第２条第２項の限度額超過世帯につきましては、２６世帯から２３世

帯になり、６８万円の保険税の増額ということでありました。実際は、所得割について、

所得割総額ですか。所得割と資産割とありますね、応能割については。その所得割って言

うのは、所得割総額っていうものに対して、課税総所得額で割ったら、保険税率が出てく

ると思いますが、限度額を超えている世帯については、その分を課税限度額から、課税限

度額総額から引いて割るので、保険税が言えば高くなっていくということであります。税

率というか、課税限度額を設けなくて、課税総額をみなで割ったら、税率っていうのはど

のくらいになるのか、計算はされたことはありますか。ずっと累進的に限度額を設けない

保険税の掛け方をすると税率というのは、もっともっと所得割率は減っていくのではない

かなというふうに思いますが、計算もされていると思いますが、どのようになっているか

お聞きしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 久木住民課長。 

○住民課長（久木寿一君） 今回は、医療給付費の課税基礎額について、限度額を引き上げる

というものでございまして、これにつきましては、所得割、資産割、均等割、平等額割の

それぞれの額の合計額を定めるものでございまして、均等割だけについて算出するもので

はございません。最後の方におっしゃいました上限を超える額について、計算をされてい

るのかということなんですけども、今回については計算ができておりません。以上でござ

います。 

○議長（篠塚信太郎君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

最初に原案に反対者の発言を許可します。 

東君。 

○４番（東まさ子君） それでは、提案されております、承認第２号 京丹波町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の専決処分について、反対討論を行います。  

  国保税は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分で構成され、それぞれ全世帯が負
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担する平等割、国民健康保険の加入者、被保険者の人数に応じて負担する均等割、前年中

の所得に応じた所得割、固定資産税に応じた資産割の合計で計算され、平成３１年度の京

丹波町の国保税率は据え置きとなりました。今回、承認を求めている国保税条例の改正は、

一つは、中間所得者に対する軽減措置として応益分保険税の均等割、平等割の軽減制度の

うち、５割軽減と２割軽減について、軽減判定所得の基準額が見直され、５割軽減と２割

軽減の対象者を拡大するものであります。国保は年齢層が高く、医療水準が高く、所得水

準が低く、保険税の負担が重いという構造的な問題点があり、日本共産党議員団は、この

間一環して、国保税の引き下げを求めてきたところであります。この点では、昨年に引続

き、５割軽減と２割軽減の対象世帯を拡大することについては、国保加入者の負担軽減に

繋がるものであり、賛成するものであります。しかしながら、今回の制度改正のもう一つ

に、課税限度額の引き上げがあります。それは国保税のうち、医療分の課税限度額を５８

万円から６１万円に３万円引き上げるというものであります。この医療分６１万円と後期

高齢者支援金分１９万円、介護納付金分１６万円を合わせると９６万円になります。課税

限度額について、所得に見合う負担は当然であり、低所得者の負担軽減に繋がることは大

事だと思いますが、この１１年間で２８万円の引き上げであります。政府は医療費が増加

し、被保険者の所得が伸びない状況において、必要な保険税収入を確保するための方法と

しているのかもしれませんが、限度額が引き上げられる世帯の全てが高所得世帯ではなく、

他世帯などでは重い国保税となっている現実があると考えられます。加入者同士の財源に

よる割合を変えることによって中間所得の人たちの保険税を軽減するということでは、抜

本的な対策にはなりません。全国知事会も１兆円の公費投入を国に求め、協会けんぽ並み

の保険税にすることを求めているところであります。保険税に事業主負担もない国保は、

適切な国庫負担なしには、成り立ちません。平成３０年度から京都府が国保財政に責任を

持つことになりましたが、所得に対する保険税負担が本町の保険税負担が重い現状は変わ

ってはおりません。住民生活の実態を把握し、国保加入者の負担軽減に京都府も町も努力

すべきことを指摘いたしまして、反対討論といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより承認第２号を採決します。 

  承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 京丹波町国民健康保険税条例の一部
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を改正する条例の制定についてを原案のとおり決することに賛成の方は挙手願います。 

（多数 挙手） 

○議長（篠塚信太郎君） 挙手多数であります。 

  よって、承認第２号は原案のとおり承認されました。 

  次に、議案４５号 平成３１年度京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約についての質疑

を行います。 

  村山君。 

○５番（村山良夫君） 質疑をさせていただくまでに申し上げておきたいのですが、過日行わ

れました議会運営委員会で、出来るだけ審議を有効にかつ意味のあるものにするために、資

料の請求を９項目していたのですけれども、残念ながら、今日の朝にいただいたのは、この

１枚の資料のみです。これであれば、議会運営委員会をする意味がないというように思うの

ですが、そのへんのことについて、理事者側の見解をまずお聞きしておきたいと思います。

そんな結果でありますので、今回の質疑したいことは非常にたくさんありまして、１３項目

あります。主たる分は、１つ目は、林業振興に本当にこのことが役に立つのかどうか。２つ

めは、随意契約であり、その価格等の妥当性をどういう具合にしているのかどうか。３つめ

は、新庁舎建設については、こういう契約を事前に図面にあった材料を作っていくというこ

とは、もうすでに原案があって、それがありきなのではないか。それはちょっとおかしいと

思いますので、その辺について、これから具体的に質問をしたいと思います。１点目は、今

回契約の原木ですけれども、本数を計算しますと６，２０７本になりますが、この伐採質材

費用は、どれくらい掛かっているのかどうかということとその金額は何をもって妥当だと計

算したのかどうか。これは１つ目です。それから、２つ目は、この６，２０７本は共同企業

体に一旦、売却したと思うんです。その売却金額がいくらなのかということとその金額の妥

当性は何をもってしたのかということ。３つ目は、この差額ですね。原木の育林費用ってい

うのですか、苗木代、植材費、下刈費、枝打ち費、間伐等、これを加算するとここまでの原

木の伐採質材費用と伐採価格の差額にプラス育林費用を足すと結果的に町民は、どんだけの

損失をこのことで起きたのかどうかということをお聞きしたい。この金額はかなり多額にな

ると思うのですが、本来の林業振興を図るのは、こういう使い方じゃなしに、直接、林業家

の振興になるように使う施策が他にあったのではないか、そのことは検討したのかどうかを

お聞きしたいと思います。それから４点目は、今回の契約金額の妥当性を何をもって検討し

たのかどうかをお聞きしたいと思います。５点目は、今回契約の用材ですけれども、新庁舎

建設用材として加工されたものかどうかをお聞きしたい。というのは、特殊な用材であって、
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一般的には市場性のない製品なのかどうかをお聞きしたいと思います。６点目に、共同企業

体は、ＪＡＳ、ＪＩＳの認定工場かどうか、その認定工場を示す資料があるのかどうかをお

聞きしたいと思います。まして、新庁舎建設契約に先ほど説明はありましたけども、こうい

う規格を認定工場でされた品物でないものを新庁舎建設に使うということは、許されること

でないと思うんですが、その辺のお考えを聞きたい。７点目に、強度を必要とする柱と梁等

の用材は、今申し上げましたＪＡＳないし、ＪＩＳの規格に適合した加工方法かどうか。８

点目に木材で広範囲の空間を作るためには、特殊な工法が必要だと思うのですが、どのよう

な工法を活用するのかどうか、また、その次にこの工法で施工された工事事例はあるのかど

うか。で、この工法で施工された公共施設で最も古いもので、施工後何年経っているのかど

うか。９点目に、町民の意見を聴くということで、ワークショップが実施されています。こ

の５月１０日に最終のワークショップが計画されまして、私もその一員ですので、参加をす

るようにと案内をいただきました。ここで実施設計案を検討するということになっています

が、今、この契約の中にある用材というのは、実施設計案を検討するまでにですね、そうい

う特別な用材を作るというのは、先ほど申し上げましたように、もう既に新庁舎建設の原案

はありきで、具体的に全部出して、こういう計画だということをせずにですね、順番に実施

をしていくというようにしか理解はできないと思います。もしもそうでなかったら、ワーク

ショップでの町民の意見なりを設計に反映さすということは、出来なくなりますので、その

ワークショップの意味そのものがないことになるんじゃないかと思うのですが、その辺の見

解をお聞きしたいと思います。それから、実施契約案が既に出来ていると思うのですが、出

来ておれば、２９億５，０００万円の具体的なものが把握できているはずですし、当初から

町長も申し上げられているとおり、身の丈にあった事業に縮減するということにおっしゃっ

ているのですが、具体的にどのくらい縮減ができるのかどうか。そのことによって、財政的

に非常に問題があるんですけども、その点がどのように改善されるのかどうか、検討したの

かどうかお聞きをしたいと思います。それから最後になりますが、新庁舎建設の総費用には、

１０月に実行される消費税の増税額分というのがかなり影響すると思います。例えば、３０

億円ということしますと、２％ですと６，０００万円増えるわけですけども、その金額はそ

の建設総費用の中に計算済みなのかどうかをお聞きしたいと思います。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長 

○町長（太田 昇君） まず、議会運営委員会の関係でご質問いただきましたので、その点に

ついて、ご質問いただいて、口頭で回答させていただくということで資料として取り纏めは

していないところでありまして、今からまた説明をさせていただきたいと思います。それか
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ら全体的な問題として、その林業の振興に繋がるかということでありますけども、何も活用

しないのであれば、それは林業の振興に繋がりませんけども、それは庁舎として、町内産の

林材を使って、庁舎を建てるわけですから、林業振興には当然繋がるという風に考えておる

ところでありますし、また全体の設計の中で、２９億円をいかに身の丈のあったものに削減

されるかというご質問もありましたけども、これはそもそもがですね、３５億２，０００万

円の計画であったものを２９億円に変更したものでありますんで、そこからのスタートであ

りますので、そういう意味では、そもそもの計画を縮小して、金額もカットをしてまいった

というようなところであります。その点についてはご理解をいただきたいという風に考えて

おるところでございます。詳細については、担当の方から回答させていただきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 答弁の前にですが、先ほど補足説明の中でですね、ＪＡＳ規格の

基準で含水率２０％以上と申したと思うんですが、２０％以下ということで、大変申し訳ご

ざいません。お詫びして訂正を申し上げます。 

  それではですね、先ほど町長の方からも口頭でということもありましたので、順次、答弁

させていただきたいと思います。 

  まずは、町有林伐採の立木の量ということでございます。平成３０年度でございますが、

安栖里地内におきましては、２，５９０立米の原木の伐採・搬出を行ったところでございま

す。また、平成３１年度は、安栖里２ヘクタール、西河内８ヘクタールの出伐を予定してお

りまして、その内、安栖里は６６０立米、１ヘクタールあたりでございます。西河内は、１

ヘクタールあたり５０４立米の蓄積量を見込んでおるというようなところでございます。ま

た、町有林の伐採・搬出した業者なり量、金額の点でございますが、伐採・搬出・売り払い

共にですね、京丹波町森林組合が実施しているところでございます。伐採量は、２，５９０

立米、伐採金額は、１，９３８万４，５０４円ということでございます。運搬・売り払い代

金といたしましては、９１０万２，４１４円という金額を算出しております。伐採した原木

の売り払い先なりその量、金額ということでございます。多数ありますが、林ベニヤ産業、

これは舞鶴の工場でございます。こちらにつきましては、１，２０５立米あまりでございま

す。額にして、１，４２０万円あまりでございます。八木木材の市場でございますが、９６

立米あまりでございまして、額にして９７０万円あまりでございます。日新製材所、これは

和知工場でございますが、７７立米あまりでございます。金額としては、１０８万円あまり

でございます。京丹波町木材共同企業体でございますが、６１０立米あまりでございまして、

額にして１，０２０万円あまりでございます。丸信木材が、１８５立米あまりでございまし
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て、額にして、約１０４万円でございます。北桑木材センターでございますが、約２３０立

米で、金額といたしましては約２４０万円、京都木材加工センターでございます。約１２５

立米でございまして、金額は約１１３万円。京丹波森林組合が、約７立米で、約１１万７，

０００円。この他のバイオマス用のチップといたしまして、約４３立米を天然乾燥させてお

りまして、今後は販売する予定となっております。 

今回調達する製品価格の単価根拠でございます。予定価格の算出の根拠となる製品単価で

ございますが、府内業者３社から見積を徴しまして、その最低価格を採用させていただいて

いるところでございます。見積資料でございますが、各業者のノウハウが含まれておるとい

うことでございまして、公表はしていないわけでございますが、京都府木材組合連合会が、

ホームページで京都府産材価格を公表しております。公表価格によりまして、採用価格が低

いことを確認しているところでございます。 

ＪＡＳ認定工場の認定証に関するご質問でございます。町内にはＪＡＳ認定工場は、現在

ない状況でございます。これまで京都府内には、認定を受けている工場がほとんどなかった

わけでございます。しかしながら、昨年度末から今年度に掛けまして、認定を取得されまし

た工場や取得中の工場がございます。町の近隣で申しますと、南丹市、離れますが宇治市の

工場で取得されておるところでございまして、また５月ごろに取得予定とされている工場も

城陽市のほうであるという情報を確認しているところでございます。認定証というのが、そ

れぞれお持ちかと思うんですが、ＪＡＳ認定は１本ごとに行うものでありまして、認定を受

けた製材でありますとか集成材は、シールなり刻印が１本１本に施されます。納品時に施さ

れたものが、ＪＡＳ規格であるかどうかということを確認できるそういった仕組みになって

おります。 

次に強度の必要な柱・梁の部分の強度を強めるといいますか、高める工法、お手元にも唯

一の今日の資料といたしまして、お配りさせておるものでございます。いわゆるパネリード

工法、その中にも書いておりますが、ビスを斜めにさしまして、強度を高めるというような

仕組みになっております。構造材は全て応力を受ける部材であるわけでございますが、それ

に耐えうる断面の柱でありますとか梁としているところでございます。今回主な柱は、組柱

を採用しているところでございまして、今回採用する組柱は、２本の木材を斜めにビス留め

しまして、３０センチのピッチでございますが、１本にする工法でございます。集成材のよ

うな大掛かりな設備が不要でございまして、町内の製材業者でも製造できる範疇のものにご

ざいます。なお、試験体を作成して、京都府農林水産技術センターでありますとか、京都大

学生存圏研究所、京都府立大学、また設計者の協力によりまして、理論を実験で実証してお
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るところでございます。この工法による施工の事例ということでございますが、今回の組柱

につきましては、新しい工法でもございます。従いまして、施工事例は、現在把握していな

い状況でございます。組柱は、町内の製造業者でも、先ほども申しましたが、加工可能な工

法でございまして、森林資源の活用の町内の循環につながるものというふうに考えておりま

す。 

また、実施設計案の最新版といいますか、事業費の縮減がどのくらい見込めるのか、ある

のかということでございますが、現段階の実施設計案と申しますのは、平成３１年２月１５

日に開催された特別委員会で配布した資料でもございますように、現在、意匠設計ですね、

例えば窓枠の部分でありますとか、そういった細部の設計と合わせまして、積算業務に現在

掛かっておる最中でございまして、事業費の計算にはもう少し時間をいただかなければなら

ない状況でございます。 

また、１０月からの２％消費税増税分でございますが、その分につきましては、現在の設

計の金額には反映されていないというところでございます。 

答弁漏れがあるかもしれませんが、以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 質問したことでちょっと違う回答というんですか、私は具体的に今回

の対象になる６，２０７本の伐採・出材費用はどれくらいになるのかどうかということがお

聞きしたいです。また、その算出根拠っていうのが、今、森林組合とうんぬんということで

したけれども、業者を森林組合にしていただいたら、自分ところで作った費用で検討するっ

てことになるとほんまに客観的な町民が納得できる妥当額かどうかっていうのには、疑問を

感じますが、もう一度、具体的に６，２０７本の伐採・搬出費用はいくらになるのかどうか、

また、その金額が妥当だとおっしゃる妥当性を検討されたことをお聞きしたい。立証してい

ただきたいとこのように思います。それから６，２０７本を、今聞きますと企業体には１，

２００万円で売ったということになると思うんですが、これは非常に少ないと思うんですが、

本当にこうなんですかね。６，０００本を１，２００万円というと１本なんぼになるんです

か。５００円までの金額になるんじゃないかと思うんですが、ちょっとその点、ちょっとお

かしいとこのように思います。思うというか、もう一度、正確なというか納得できる数字を

教えてほしいと思います。それからお聞きしていた育林費用っていうのが回答がございませ

んでしたが、林野庁の関係の資料でしますと１本あたりの金額は出ていないんですが、やは

り１本あたり４００～５００円、６０年もんでかかるようです。６，０００本っていうこと

になりますと育林費用というのが約３，０００万円あまり掛かっているというものです。こ
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の分もそれがタダになるっていうか一銭にもならないという状態です。そういうことであり

ますから、今、申し上げた伐採費用と売上代金との差額とこの分を考えたら、少なくても５，

０００万円以上の金額になると思うんですが、これを活用した林業施策をした方が、有効で

ないかということをもう一度お聞きしておきたいです。一般の林業家が、今伐採して損をす

るようなことをされるかどうかっていうことを私は疑問に思っています。これも林野庁の資

料によりますとやはり伐採費用の方が代金の売り上げよりは１割ほど少なくなるというのが

全国的な資料のようでございます。そのへんこともお聞きをしておきたいと思います。それ

から、契約の妥当性ですけれども、船井郡の業者の３名の見積を取って、一番低いのにした

ということで、これもこの前と全く同じ回答なんですが、例えばですね、企業の秘密とこう

おっしゃいますけども、その辺のことは何も黒塗りにしてね、出していただいて、金額だけ

わかればええわけですから、そういう形で資料を出すのが、本当は議会に対する誠意やと思

うんですけども、議会軽視の一つでないかなというように、この前と全く同じ回答されると

いうのは、この前も指摘しておきましたけども、それが何も改善されてないというのは、非

常に残念なことでありますし、ここにおられる議員の方々が、そのことをどのようにとられ

るのか私は疑問に思います。それから、いわゆる原案っていうのですか、今、検討されてい

ることがありきで、こういう用材を確保しておられるということになりますと、もしも変更

になったり、または極端のことを言えば取り止めになったら、今回１億１，３００万円と前

にも３，０００万円あまり買ってますね、その分が全く無駄になるわけですけども、それは

無駄にならずに、一般の市場で適正な価格で売買されるのかどうか、いわゆる市場性がある

のかどうかもう一度確認しておきたいと思います。それから今の説明によりますと、企業体

は、ＪＡＳ、ＪＩＳの認定工場でないということですが、そういう認定工場でないのを使用

して、庁舎を建てるということには、私は大きな問題があると思いますが、その点どのよう

にお考えなのかお聞きをしておきたいと思います。それから、広範囲の空間を必要とする特

殊な工法だったと思いますということで、そうだという答えだったんですが、その工法の施

工実績がないというのを、今回、新庁舎にするっていうことは、非常に良いことやと言えば、

冒険的で良いことやと言えばそれまでですけども、予算の３０％以上を投入するような大企

業にね、実績のないような工法で新庁舎をされるということは、これは理事者側の責任もそ

うですし、そういうことを認めた議会の責任というのもありますのでね、やはり少なくとも

たくさんなくてもいいから、例えばすでに３０年ほど前から、そのことでやっている庁舎な

り、そういう施設があるということがないのを本当にやられていいのかどうか、私はそんな

冒険はすべきでないというように思うんですが、その辺の感覚をお聞きしたい。このように
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思います。それから、町長の話では、今の２９億５，０００万円っていうのが、縮小、いわ

ゆる身の丈にあった金額まで下げた金額だということは、この金額が決定した総事業費だと

いうように理解したらいいのかどうかお聞きをしておきたいと思います。消費税が入ってな

いということになりますと、２９億５，０００万円でも、やっぱり２％増えるということは、

６，０００万円弱、これに増えることになりますから、３０億円を超えるということになる

んですが、それが縮小された身の丈にあった工事費だと理解したらいいのかどうかというこ

とをお聞きしたい。もしもそうであれば、時間を掛けて検討する必要なしに当初の計画をそ

のまま契約にして、予算化されて、平成３１年度の予算に債務負担行為で、１５億２，００

０万円も入れるというようなことじゃなしに、新庁舎建設費として、１０億円あまりと違っ

て、３０億円あまりを入れて、予算案を立てておくというのが本来だと思うんですが、その

辺の予算編成の見解もお聞きをしたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） まず、最後におっしゃいました予算の関係でありますけども、これは

現在のところ、基本設計をして、実施設計をしっかりと今、検討をしていただいている状況

でございます。そういう中で、当初の計画は３５億円であったわけですけども、そこから事

務所の面積の縮小等を図って、２９億５，０００万円という数字が出てきたわけであります

けど、これは最終的な数字と申し上げているわけではありませんで、ここから、実施設計段

階で、さらにどこまで削減ができるかということで、今、検討を進めているところでありま

す。それから森林活用の問題でありますけども、確かに、議員がおっしゃるようなコストの

問題というのがあります。コストの問題によって、伐採と売却のコストが合わないから、森

林活用が進んでないんで、森林が荒廃してきている問題があって、森林の分野で、今言われ

ていますのは、切って、使って、また植えるというのが、キーワードでありますんで、それ

が進むように、なかなか民間の経済ベースでは進まないところもありますけれども、町有林

でありますので、また、京丹波町は、林業のまちでもありますので、そういう形で積極的に

その活用をすることによって、循環可能な工法で庁舎を建設していくというところに、意義

があるというふうに考えておるところでございます。そういったところで、育林費用も含め

ますとそれは大きな金額になると思いますけども、そういう観点でなしに、森林活用の観点

から考えておるということでご理解をいただけたらというふうに思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森農林振興課長。 

○農林振興課長（山森英二君） まず、農林振興課の方で、町有林を伐採しました収支の実績

ですけれども、先ほど総務課長からも詳細がありましたが、その補足的なことということで
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答弁をさせていただきたいと思っております。まず、安栖里鐘打でですね、平成３０年度、

４．３ヘクタールの杉、約６３年生。 

（「そんなこと聞いているのとは違う」と呼ぶ者あり） 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 今、６，２０７本の木材の調達費ということでございますが、そ

れにつきましては、全体で予算化しておりますので、不明ということでございます。うちが

設計書に上げております額といたしましては、８，９９７万９，０００円でございます。以

上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 暫時休憩します。１０時３５分まで。 

休憩 午前１０時２２分 

再開 午前１０時３５分 

○議長（篠塚信太郎君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

長澤総務課長 

○総務課長（長澤 誠君） 失礼しました。６，２０７本でございます。これにつきましては、

資料の方でもお示しさしていただいておりますが、原木というような表現をしておりまして、

まぎらわしい表現となっております。これにつきましては、製品の調達ということでござい

まして、あくまで６，２０７本の製材をですね、調達するということでございます。従いま

して、原木が、例えば何千本あったか、詳細につきましては把握しきれないというところで

ございます。原木１本で、製品１つというような製材ができるということも限りませんので、

その辺りも含めまして、いわゆる６，２０７本はあくまで、製品の本数であるというふうに

理解していただきたいと思います。また、ＪＡＳ規格の件でございますが、これも先ほどご

説明させていただきましたが、わかりにくかったかもしれません。３社の中でＪＡＳの認定

を受けていらっしゃらなくても、ＪＡＳ規格をお持ちのところに、ＪＡＳ規格に合うような

製品の仕上がりをいただきまして、それにＪＡＳ規格のシールなり、刻印を押していただく

というような、こういった流れになります。また、２％の増税分が設計書に反映うんぬんと

いうことでございます。総額が２９億５，０００万円ということで、今見込んでおりますの

で、逆にその額に合うような設計を考えながら、内容も設計の方をさせていただいておると

いうようなところでございます。また、伐採した原木の売却先でございますが、るる申し上

げたところでございます。これにつきましては、言葉足らずでしたが、平成３０年度の売却

の実績であるということでご理解いただけたらと思います。以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 
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○町長（太田 昇君） 先ほど、答弁が漏れましたので、工法の関係につきまして答弁をさせ

ていただきたいと思います。確かに、この組柱でやるという工法については、過去の実績が

ない。今回、うちの庁舎で新たに出てきた工法であります。強度等のそういった問題がない

ように京都大学、京都府立大学等で実証実験もしてもらいながら、確認いただいておるとこ

ろでありますけども、町内産の木材を有効に活用する、また、低コストで活用するというこ

とでいろいろと設計事務所等との協議をする中で、こういった提案があって、採用させてい

ただくものでありますので、当然その実績はないわけでありますけれども、実証実験等のし

っかりと問題がないように確認をしながら、採用をさせてもらったというようなところであ

ります。今後の町有林を、町内産の木材を活用した公共建築の建設のモデル的なケースにな

るんではないかなというふうな期待もしておるところであります。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 先ほども答弁させてもらいまして、繰り返しになるかと思うので

すが、製品単価の根拠に関しましては、府内３業者から見積をいただきまして、最低価格を

採用しています。また、京都府木材組合連合会の公表価格、ホームページの公表価格と比較

しまして、採用価格が低いということも確認しておるところでございます。以上でございま

す。 

○議長（篠塚信太郎君） 村山君。 

○５番（村山良夫君） 質問していることについて、ちょっと私の質問が悪いのかもしれませ

んが、理解をしていただけないのが非常に残念です。議運で前もって、９項目の資料の添付

をお願いしているわけですから、それをしていただいてたら、こんな問題は起きなかったと

思います。私が今回の随意契約で、この前も一緒ですけども、一番問題に思ったのは、随意

契約やから共同体の方が、非常に高価な金額で契約をされているのかどうかということを、

業者の方の信用性というのですか、プライドの問題もありますので、聞いているのでありま

して、前のときもちゃんと答えてもらえれば、それほど極端に高い金額じゃないと。今回も

これ数量をちょっと間違っておるかもわかりませんが、売却先では企業体へ１，２００万円

で売ったということになってまして、これを６，０００本ということで勘定しますと、１本、

私先ほど５００円と申し上げてたのが間違ってまして、２，０００円になると思うんです。

今回、原木の調達費用というのが、９，０００万円です。６,０００本で割りますと、１万

５，０００円でして、他町のですけれども製材業者の方に聞いてますと、だいたい市場で買

うた１本の原木を加工すると、大体１０倍前後で売却しているのが製材業者ですと。加工賃

ですとこうおっしゃっています。その損保から言いますと２，０００円で買うたのを１万５，
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０００円で売ってもらってるっていうのは、極端に言うたら、本当に安い方、安い方にした

ということが立証できるように、極端に言うたら、高いない値段で契約ができてるわけです

から、このＪＶ、企業体の方は、非常に京丹波町のために努力をしていただいているという

実績ですからね、変に隠してって言うか、変にその回答をあやふやにされることが、私はそ

ういう誠意をもって、契約していただいている方に対する、非常に申し訳ないことになると

思いますので、今後は言った資料は、やっぱり口頭だけでなしに、文書で出していただくよ

うに反省をしていただきたい。このように思います。私が一番疑問に思いましたのが、随意

契約だから、その価格が妥当かどうかですけれども、今聞いたのを逆算していきますと、妥

当な金額になるというように理解しています。それから今後ですけども、企業秘密というこ

とで、資料提供を出さないということになってますけど。例えば、連合会のホームページち

ゅうのは、公開されてるわけでっしゃろ。だから、そこに単価が出ているんやったら、その

単価でも出せるわけですし。業者から見積した３社見積も、業者名等を消せばね、黒塗りに

すれば、何も問題ないわけですから、そういうぐあいに、もう少し議会で、審議がしやすい

ようにね、協力をしていただくというか、そういう姿勢でこれからの議案は提出していただ

きたいとこのように思います。それから、ＪＩＳ規格とかＪＡＳ規格は、外注するというこ

とですけれども、本当に外注で大丈夫なのかなというように思います。それと、先ほど町長

も答弁していただきましたけども、この特殊な工法を京丹波町でやったことによって、いわ

ゆる国産材の有効活用のひとつのいわゆる開拓者になりたいということのようですけども、

私はあまりにもそれにしても予算の３０％前後を使う事業ということからすれば、非常に危

険なことでありますので、いわゆるペーパー上でね、検査をしたとか、どこで検査をしたと

か、京都大学でしてもうた、どこでしてもうたっていうのは、あくまでもペーパー上でして、

実績として本当に強度が保たれるのかどうか、また、その耐用年数も木材の場合ですと３０

年ですけども、３０年以上持つのかどうかというようなことは非常に疑問に思います。やは

り、町民の大事な財産を、それも予算の３０％使うわけですから、慎重にやるべきであって、

こういう工法はやっぱり避けるべきだとこのように思います。それからもう１点、金額の問

題ですけども、確かに当初のことから思いますと４億７，０００万円、減額をされてますの

で、減額をしたということなんですが、今の町長の話ですと、これがだいたいここまでした

ってということなんですけど、課長の話ですと、これを実際やっていく設計の中で、出来る

だけ縮小したいということなんですが、町長、腹割った話、２９億５，０００万円を、例え

ば２０％の５億円前後を縮減するんやとかいうような話が、思っておられることがあれば、

それをお聞きしたいとこのように思います。それから、もう一つは林業振興のことですけど
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も、町長は採算的な問題だけでなしに、やっぱり木を伐って循環さすことが大事だとこうお

っしゃってまして、それは大事です。ただ、先ほどちょっと言いかけてて資料がなかったん

で、抜けてましたけども、育林のね、期間を６０年とか、４０年というのを、８０年とか、

１００年に延ばせばですね、いわゆる伐採費用と売却費用がチャラになったり、逆に材木代

の方が高くなるということが立証済みなんです。だからこの前のときにもいいましたように、

林野庁は分収造林の契約期間を、従来４０年から６０年だったと思うんですが、８０年から

１００年に変更しているわけです。伐採時期が、期間が問題でして、これを１００年にすれ

ば、採算は取れて、林業家はちゃんとできる。そういう木を新庁舎に使われたらいいんであ

って、あえて損の出る６０年を使われるということは意味がないというようにだけ申し上げ

ておきます。何かご意見があったら聞きたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） コストの問題でありますけども、コストの問題については、２９億５，

０００万円で最終ということではなしに、これをどこまで削減できるかということで考えて

いるところでありますし、また、この２９億５，０００万円の中で、先ほど申し上げました

工法によるというところも集成材等を使うよりも低コストでできるというようなことで、い

ろんな検討を重ねた結果であります。林業の関係でありますけども、町内産の町有林にあり

ます木材というのは６０年経っておりまして、伐期を迎えておるわけですから、理屈上で１

００年経てばという話でありますけども、実際に切って使うということが重要でありますの

で、庁舎の建設というのは良い機会でありますので、町有林を伐採して積極的に活用するこ

とで、林業の循環に貢献するということでございます。以上であります。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） ちょっとわからないんでお聞きしますが、設計書の１１ページですけ

ど、ヒノキ集成とかスギ集成材とか、集成と集成材というのはどういうふうに、素人で申し

訳ないですが、どういう使い分けがされてるのか。それと今、いろいろと説明を聞いている

中で、組柱については、町内の加工業者でも出来るということでありました。また集成材は

大掛かりなそういうものであるというふうに答弁でもされていたわけでありますが、この集

成材を作るということについては、今回の業者でされるのかどうか、ちょっと的外れなこと

を聞いているかもわかりませんが、ちょっとお聞きしておきます。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 失礼しました。１１ページの集成材、集成との違いでございます。

使われる場所によって違ってくるものでございます。例えば、集成材、同一等級というのが
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ございまして、板をですね糊付けして重ね合わして、一本の製材にする。角柱にするという

ようなことでございます。同一等級ということで、文字どおり同じものを、同じ等級の規格

のものを張り合わして、１つの柱にしていくというようなことでございますし、特殊柱でご

ざいましたら、対象異等級でございまして、詳細につきましては、ご説明はちょっと今出来

ないわけでございますが、違った等級のものを張り合わして使っていくということで、使わ

れる場所によって、そういったものを使い分けて、製造していくというような違いがあると

思います。それと集成材でございますが、製作に当たりましては、なかなか町内業者の中で、

その集成材を製造していくのは、困難でございますので、出来る製材所に発注されるという

ような形になります。以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私も何点かお尋ねしておきたいと思うんですが、１点目は、今日、

配布していただいた京丹波町新庁舎建設事業「組柱」という資料で、こういう形の組柱とい

うことになると思うんですけど、この組柱というのは、いただいておるこの資料、木材明細

書の中の番号も入っておるわけでございますけども、どれがこのいただいた資料の組柱とい

うふうに見ればいいのか、お尋ねしておきたい。何本使うかということも当然あろうと思う

んですけども。それから、昨年の１０月に提案された随意契約の木材調達と同じ業者となっ

とるんですが、その中でいわゆる町内業者、３業者ということでなっておりますが、有限会

社日新製材所というのは、以前も申し上げましたけども、亀岡市にあるということなんです

けども、和知に工場というものがあるんですけども、町内業者という見解ですね。建物と土

地の所在が、町内にあるさかいに町内業者ということの見解なのか。当然、町内の業者であ

れば、法人税を払うとか、そこに住んでおれば住民税を払うとか、税というものが一番基本

でありますので、そういう物を納められておるということが町内業者としての基準ではない

かと思うんですけども、町内業者という考え方は、当然この事業だけじゃなしに、今後、い

ろんな事業において、町内業者という問題も出てくると思うんですけども、その点ですね、

１点、伺っておきたいというのが１つでございます。それから、先ほど村山議員の質問に対

しての答弁でいわゆる伐採した材をですね、販売した実績の報告をしていただいたわけです

が、合わせますと２，５７８立米で金額が３，１１３万７，０００円になるんじゃないかと

思うんですけども。初めに説明のあった２，５９０立米で、伐採費用が１，９３８万４，５

０４円というのと、搬出等の費用が９１０万２，９１４円やということだったと思うんです

けども、差し引くとですね、掛かった費用と売り上げと差引きすると２６５万円ほどが黒字

と、こうなるんですけど。これがいわゆる新たにですね、植栽をせんなんわけですので、そ
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ういうようなこれが一つモデル事業とすれば、これでできるんかどうかということになろう

と思うんですけども、その辺はですね、モデル事業ということになれば、どういうようにサ

イクル的に循環型ということになれば、植栽して、当然下刈りとか枝打ちとかいうのもある

んですけども、どういうようなことでモデル事業ということに位置づけておるということな

のか、伺っておきたいというように思います。赤字であれば、林家の方がですね、そこに手

出せへんっていうのは当然でありますので、一定の利益があってこそ、モデル事業としての、

町内に広げていけるとこう思うんですけども、その点についてどうなのかという点を伺って

おきたいと思います。それから、提案理由にもありますように、この材の確保によってです

ね、長期間要するということも説明があるんですけども、調達して製品に当然せんなんわけ

でございますけども、保管を当然庁舎建設まではせんなんというわけでございますが、以前

お聞きしたときにはまだ決まっていないということでございましたけども、当然、昨年発注

した材というのは、もう支払っておるわけでございますので、どこに保管をして、今度の材

も一緒でありますけども、費用負担というのはどこがすんのかということと、それから、当

然乾燥せんならんということになりますので、乾燥の方法というのはどういう、人工乾燥と

当然ということですが、どういうな方法の乾燥というのをやられて、新庁舎に使うというこ

とだと思うんですけども、その点について伺っておきたいというように思います。それから、

随意契約ということで、見積をですね、ちゃんと取るということで、先ほどから、３社から

取っておるというようなことでございましたが、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社というような形ででも、

公表できないのかどうか合わせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 資料提供させていただきました組柱の件でございます。その下の

方の吹き出しのところにも書かしていただいてますとおり、スギの１２０掛ける２４０とい

うことでございまして、何本とまでは数えていないわけでございますが、設計書の中で１２

０掛ける２４０のサイズの箇所に使用されるということでございます。外部ヒノキでありま

すと１０５掛ける２１０のサイズのものが、組柱として使用されるということになります。

町内業者の件でございます。こちらにつきましては、１社、ご案内のとおり、亀岡市にある

わけでございますが、製材所としまして、町内にあるということでございます。前回の説明

の方にも、そういった件につきましては、説明させていただいたかと思いますが、今回、３

業者でですね、協力して庁舎の製材を担いたいというような強い思いからですね、ＪＶを作

っていただきまして、今回の事業に参入していただいておるというような状況でございます。

また、保管場所につきましては、３業者の製材所なり、それぞれ分割して保管していただく
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ということでございます。そういった意味からも町内というような保管場所もいうような表

現にさしていただいておるところでございます。乾燥場所につきましては、一定小規模な乾

燥機械は、それぞれ業者がお持ちのところもあるんですが、大きなものにつきましては、乾

燥機がございません。天然乾燥でございますと、約１年から２年くらいかかるというふうな

ことも聞いておりますし、一定、出来る限り乾燥した後ですね、機械乾燥、短期間で１０日

から２週間というような期間でございますが、機械乾燥をお持ちのところに発注して乾燥し

ていただくというような形になります。随意契約の件でございますが、これにつきましては、

町内に原木から製材加工が出来る業者が３業者しかいないということでありまして、個々の

規模が小さくてですね、リスクも分担されるということで、ＪＶを結成していただいたと、

そういったところに繋がったということでございます。そういった観点からですね、競争入

札ではなくて、随意契約で今回お世話になりたいというような契約方法を取らしていただい

たところでございます。以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森農林振興課長。 

○農林振興課長（山森英二君） 今回の平成３０年度の主伐に関しましての２７０万円程度の

黒字がおっしゃるとおり出ています。今後、これをモデルにしていくというご質問につきま

してでございますが、黒字になった要因がいろいろあるわけですけれども、地域林業アドバ

イザー業務ということで、これまで森林組合がされておられた作業等の総点検をしていただ

いて、ロス等がないかというようなことも点検していただきながら、アドバイスをしていた

だいて、それを実践したりしながら、今回こういうような形での黒字ができたということで

ございます。場所によってはなかなか厳しいとこもあるかというふうに思いますけども、こ

ういう黒字をしていくような一つのモデルを積み重ねていくことによりまして、個人所有の

山も伐採の一番適齢期に、木を伐採して収益を上げていただくことで、そういうことを町民

の皆さんにもご理解をいただいて、循環型の森林を守っていくことに繋がっていくんではな

いかなというふうに思っております。京丹波町もかなりの伐採期を越えている面積がかなり

ありますので、そういった分では、先ほど町長からもありましたように、京丹波町の材を循

環型に変えていくことによって、森林を守っていくということに繋げていきたいというふう

に思っております。その面では、やっぱり黒字になるようなモデルをしっかりと作っていく

ことを今後も重ねていきたいというふうに思っているところであります。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 一つは乾燥の関係なんですが、乾燥の方法をですね、人工乾燥でい

わゆる高温と言いますか、資材所で聞きますと蒸すというか、上下加熱式とか低温乾燥とか、
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最近はいろいろあるようでございますけども、今回予定されておる乾燥というのはどういう

方法の乾燥方法なのか。一般的には１２０度とか高温の乾燥というのが多いようでございま

すけども、その点ですね、お尋ねしておきたいのが１点でございます。それから、生産者の

森づくりの意欲の拡大ということで、先ほど、伐採して販売して黒字２６０万円ということ

だけど、町長も言われているとおり、循環型ですんでね、植栽をして山にまた戻していくと

いうことにならなければ、切っただけではモデルにならへんのではないかと思うんですけど

も、私がお尋ねしたのは、そういうことでどうなのかと。農家や林家の方がですね、伐採し

て売ったと。その上がった利益で、本来は山にまた植栽をして育てていって循環していくと

いうのがあるべき姿だと思うんですけども。伐採して裸山でおいておくんかということに、

雑木になるんかと、そういうことではないと思うんで、その辺の考え方ですね、やっぱり林

家であれば、やっぱりその意欲っていうのは植栽して、また新たにそれを育てていくという

のが、当然の考え方だと思うんですけども、そういう視点でみればどうなのかというように

思うんですね。だから、費用と売り上げで黒字が出たということだけでは、このモデル事業

としてですね、推奨できひんのではないかと思うんですけども。やっぱりそういうことにな

らなければ、裸山でいいのかどうかとこういうことになりますし、そりゃもちろん他の、材

をですね、植栽というのももちろんあろうと思いますが、そこまで示していかんと林家の方

はですね、山に対してそういう取組みというのはできひんのではないかと思うんですけども、

その点ですね、どうなのかというのを伺っておきたいと思います。それから先ほど、随意契

約の関係で見積のことをね、業者名ではなしに、Ａ社とかＢ社とかできないのかとお尋ねし

たのですが、それについての答弁はなかったので、もう一度伺っておきたいというように思

います。それから、町内業者の位置づけの問題なんですが、営業所とかそういうものを置け

ば、一応町内業者として、今後ですね、取り扱っていくとこういう考え方でいいのかどうか

ということと、当然、今回ですね、１０月の３，３００万円あまりの契約と今回１億１，３

００万円あまりの契約が提案されとるんですけども、合わせて１億４，７００万円、１億５，

０００万円ぐらいの金額になるんですけども、それを出資比率で割るとですね、だいたい３

３％でしたら、４，８６２万４，０００円、約５，０００万円の業者にそれぞれ入るわけで

ございます。本来、収入があればそれに対して税を払うのが基本なんですけども、結局、日

新製材の場合は、亀岡市でございますので、亀岡市の税金を納めることとこういうことにな

ろうかと思うんですけども、その辺の考え方はどうなのか、併せて見解を伺っておきたいと

思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 豊嶋税務課長。 
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○税務課長（豊嶋浩史君） 先ほどの言われてます、こちらの方に、京丹波町に事務所がある

場合の法人・住民税の話も出ていたと思いますので、そちらの話をさせていただきます。町

内に事業所があれば、法人・住民税の方は課税されますので、こちらの方に税も入ってくる

ということになっております。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 山森農林振興課長。 

○農林振興課長（山森英二君） おっしゃるとおり循環型ですので、切って使って植えるとい

う、そのサイクルを見出していくということに町としては思っているところであります。た

だし、戦後ですね、植林された今の現状を見ますと本当に岩肌といいますか、そういうとこ

ろまで全部植林をしてきた過去の経過がありますので、それをそういうところも切って、ま

たそこに同じように植えるということになれば、またそこはそこでコストが掛かってきます

ので、そういうところにつきましては、自然林に戻した方が返っていいのかっていうことも

あろうと思いますので、そういうことも加味しながら循環型の林業を推進していくというこ

とでございます。個人でいいますと利益が出た分につきましては、当然財源としてですね、

植林保育に活用していただくことになろうかというふうに思いますし、黒字をできるだけ出

していくことがこのモデルとしての実施をしていく意味があるものというふうに思っている

ところであります。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） まず、製品単価の件でございますが、今後におきましてわかりや

すいような表現で用意させていただきたいというふうに思います。また、乾燥についてでご

ざいますが、先ほども申しましたとおり、基本的には機械による人工乾燥ということでござ

います。イメージ的には、コンテナのような形の機械でございまして、品質の確保でありま

すとか、均一な製品ができるというようなことでございます。乾燥の方法と言いますか、内

容でございますが、詳細につきましては、現在把握していないわけでございますが、熱乾燥

というような、当然形をとりまして、それ以上どういったものかということは、現在持ち合

わせがございませんので、御許しいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 東君。 

○４番（東まさ子君） すみません。確認だけですけど、資料２の３ページですが、集成材に

ついて９０９万６，０００千円と２，３５４万４，０００円が上がっておりますが、この金

額そのものが別の業者に発注されるというふうなことでよろしいですか。確認です。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） これにつきましては、うちの設計額でございますので、これイコ
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ール委託額、契約額という意味ではないです。この集成材につきましては、外注で発注され

る部分があるかと思うんですが、金額につきましては、この金額ではございませんし、それ

ぞれの業者間での話でございますので、ここには明示されていないわけでございます。以上

でございます。 

○議長（篠塚信太郎君） 山田君。 

○１０番（山田 均君） 私もちょっと確認の意味で、議案書の中の契約金額が、１億１,３

６７万円なんですけども、これは税別なのか税が含まれたものなのか、ちょっと説明がなか

ったので、その点を伺っておきたいのが１点と、それから乾燥の関係なんですが、どういう

乾燥の方法かというのははっきりしないんですけども、一般的には高温で蒸気で蒸すという

ような方法もあるようでございますけども。どうしても高温で乾燥するとですね、芯の部分

が非常に脆くなるということも言われております。そういう面からいうと、この組柱でこう

いうものをこう入れるわけでございますので、非常にそういう点ではですね、しっかり確認

をしていただいておかんと、何年か経てばですね、芯がもろくなるという指摘もありますの

で、その点ですね、設計者がおられるわけでございますので、問題がないのかどうか、ちょ

っとお尋ねしておきたいというのが１点でございます。それから、１番今回の大きな、前回

もですけども、いわゆる林業としてですね、森づくりの意欲の拡大とか、そういうことを言

われておるわけでございますけども、今、担当課長のほうからもありましたけども、結局、

今、町有林で伐採の費用とそれから材を売った利益との差が２５０万円あまり超えたという

ことなんですけども、逆にですね、それぞれの林家の方、個人所有の山の場合に、搬出が非

常に費用が掛かるというところも多いわけでございます。だから、やっぱりそういう面を考

えれば、当然、二の足を踏むというのですか、当然そういうこともあると思いますし、一定

のその材でなければ、一定の金額で売れないわけでございますので、確かに言われるように

いろんなところに木は植えられておりますので、それが材として、本当に活用して一定の金

額で売却できるのかどうかというのも、当然問われるわけでございますので、やはり町がモ

デル事業としてやろうとすれば、一定条件のええところでやって、費用が２６０万円超えち

ゃったと、それで植栽してどうなんねやということが、やっぱし、示されていかんとモデル

事業にはならへんのではないかとそういう意味でお尋ねしたんで、そういうものをですね、

示せるようにしっかりしなければですね、切って売って２６０万円黒字でしただけではです

ね、これは町としての林業振興を進めていく立場ではないとこう思いますので、そういうこ

とは今回言われているモデル事業というのは、きちっと植栽もしてこうですよということに

ならなければ、広がっていかないし、林業振興にならないと思うんですけども、その点につ
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いてもう一度ですね、見解も伺っておきたいというように思います。それから、今後ですね、

木材、町内木材の活用という問題が当然あるんですけども、今言われている認定こども園な

んかはですね、木材とこういうことなっておるんですけども。これについても同じ町有林を

活用的な考え方なのか、いやそれぞれの個人所有のものをやっていこうという考え方なのか、

その辺にも繋がっていくと思うので、合わせて伺っておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 林業のモデルケースという話でありますけども、今まではコストの問

題で、町内産の木材があって、伐期を迎えながら、それが全く使われてない状況があったわ

けですね。それをなんとか使うようにということで、町の庁舎に使うということであります

ので、それで当然切ったところについては、植栽もしながら、循環型に戻していくというよ

うなことでありますので、そういう観点でまずは切って使うということが全くコストの問題

で進んでなかった。そういう意味でいろんな木造建築に対して、いろんな形で助成金なんか

もついてるところでありますけども、まずはそこがしっかりと町内産の木材を使うというと

ころが一つのモデルになるというふうに思っています。もちろん植栽もしながらということ

であります。また、認定子ども園でありますけども、これも基本的には木質系で建築するこ

とを考えておりますけども、まだまだ基本設計前の段階でありますけども、大きな考え方と

しては、木質系で建築をできないかということで、今、基本設計を詰めておるところでござ

います。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 長澤総務課長。 

○総務課長（長澤 誠君） 乾燥の件でございますが、先ほどお手元にお配りしております組

柱の図で言いますと、右下の平面図でございます。議員、ご案内のとおり、芯がというよう

な話もあった中で、この絵をご覧になっていただいたらわかると思うんですが、芯の部分を

外して、合わせているというようなことでございます。そういった部分から強度を確保して

いるというような構造になってございます。それと契約金額につきましては、税込みでござ

います。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 岩田君。 

○１番（岩田恵一君） 私からも先ほど村山議員からありましたような資料の提出の件につい

ては、透明性の確保とか、活発な議論をやっていただく中においては、資料提出も必要だと

思っていますんで、配慮いただきたいというふうに述べておきたいと思います。庁舎につい

えては、スリムな中にも機能性の高い庁舎、加えてコストをできるだけ掛けないというよう

なことが、私の思いでございまして、本庁舎建設につきましては、３月議会の当初予算の中
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で一般会計に総額２９億５，０００万円ですか、これを上限としてということで計上されま

して、その際、町長にお尋ねして、さらに事業費の見直しを進めるというようなご回答であ

ったと思っております。今般、木材調達につきましては、本体の構造の骨格を成す部材の調

達ということでございまして、庁舎の規模とか構造が今回で決定するということになってい

くのではないかと思っております。これは既に基本計画を見直さないというスタンスなんか

なというように思っとるわけですけども、更にですね縮減をするということについては、や

はり現状の基本計画をもう少し見直していくということにならんと縮減には繋がらないので

はないかというふうに思っております。実施設計にあたって、できるだけ費用面についても

見直すというようなお考えを先ほどお示しをされたんですけども、どの部分を実施設計にあ

たりますと逆にかえって、事業費が上がるというケースがこれまで多いんですけども、どう

いった部分を下げられようとしているのか、どういうお考えなのかについて、再度、確認を

しておきたいと思います。 

○議長（篠塚信太郎君） 太田町長。 

○町長（太田 昇君） 基本設計につきましては、種々検討をいただいて、当初から面積も削

減をする中で、決定をしたところでありまして、これをまた再度、一から見直すというよう

なことについては、一日も早く建設をしないと災害対応の拠点となるところでありますので、

そういう観点もございますので、基本設計をベースに修正が必要なところにしては、多少の

変更はあると思いますけども、そういうスタンスでやっていきたいと思いますし、実施設計

にあたっては、できるだけコスト削減に向けて、今いろいろと検討してもらっているところ

でありますけども、この２９億５，０００万円って金額自体が、一定の設計の初期の段階で

ありますので、その面積と坪単価等を掛けた金額ということになってますんで、実際に契約

ということなれば、またその時の金額になってくるわけでありますけども、できるだけ低い

コストでできるような工法なり設計にしていきたいということで、今、実施設計を進めてお

るところでございます。 

○議長（篠塚信太郎君） これをもって、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

最初に原案に反対者の発言を許可します。 

村山君。 

○５番（村山良夫君） 私は、議案第４５号 平成３１年度京丹波町新庁舎整備事業 木材調

達契約につきまして、次の点をあげて、反対討論といたします。 

  １点目は、今回の契約用材に、加工材としての汎用性がないものでありまして、新庁舎専
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用として作られたものであります。このことは、未だに新庁舎事業全体の事業規模を明確

に公表されていないが、結果的には原案ありきで、そういうものを事前に調達するという

行為はいかがなものかという点。また一方では、５月１０日ワークショップを開催し、実

施設計の案を検討することになっています。ワークショップでの町民の意見は、こういう

ことになりますと無視されることになります。あえて言えば、町民の意見を聴くことなく、

ワークショップはただ単なる町民の意見の息抜き、エア抜き行為ということしか理解がで

きません。この点は１点目の問題点です。それから２点目は、今回の新庁舎事業は町の将

来をするような大規模なものであります。にもかかわらず、将来の財政見通しの改善策が

具体的にも示されていません。また２つ目には、木質構造にこだわったあまり、用材の加

工方法や建築工法にも具体的な実績がないようなもので、やられることになります。金額

的に予算の３０％強を投入するような大規模に、初めてこのような施工方法を取り上げて

やられるというのには、非常に私は問題があると思います。その点、１点指摘しますと、

資料にいただいた組柱ですけども、樹脂を投入して強固にするということですが、素人が

考えても樹脂材の乾燥費と木材の乾燥費とは異なるわけですから、ボルトの強度は時間が

経てば、乾燥していくことによって、ボルトそのものの精度が本当にあるのかどうかと、

いつまで維持できるのかどうかというのは、素人でも疑問に思うようなことです。また、

工法につきましても、その実績はないってことは、少なくても３０年以上はランニングコ

ストも含めて、修理等をせなくてはならない工法でやるべきなのに、このように初めてで

先駆者になるという考え方は非常にいいかもわかりませんけども、町民にとってみて、そ

のことは将来、非常に大きな負担になることは考えるべきであって、こういう冒険はすべ

きでないと。その契約に用材を契約することは、問題があるというように思います。それ

からもう１点、契約とは関係ないんですが、先ほど町長の答弁で、伐採期を６０年で行う

ということでありますが、それが伐採期であったり、適齢期であるということですけども、

これは私が申し上げた８０年から１００年というのは、想定にすぎんとこうおっしゃって

ますけども、そうでなしに、林野庁が行ってました分収林は、既に当初４０年から６０年

ぐらいのものを、８０年から１００年に契約変更しております。私とこの安井生産森林組

合もそれに応じました。ですので、町長のおっしゃる６０年が適齢期だということにこだ

わっておられるのは、現状の林野庁が示していることからもおかしいのであって、想定で

もなんでもない。町長がある意味では、失礼な言い方かもわかりませんが、現状に合わし

た認識不足にあるんじゃないかということは指摘をしておきたいとこのように思います。

もう一つは、直接関係があってないんですが、いわゆる乾燥工場ですけども、ＪＩＳ規格
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に認定した工場は、南丹市と宇治市ですか、にあるということですが、たぶん南丹市にあ

る製材業者は京丹波町にも工場を持っている業者であるとこのように思います。ですので、

当初から始まったこの行為そのものにかなり木造、木質で建築物を建てるということが、

もうひとつの目標になってまして、そのことに言い訳をつけて、事業を進めておられると

いうことは否めないと思います。ですので、私は今回の契約につきましては、業者の方に

は誠に申し訳ないと思います。反対をすることは。先ほど申し上げたように誠意のある価

格で契約をしていただいているんですから。しかし、理事者側としてあまりにもこのこと

についての認識不足でこんな状態で新庁舎の建設をやっていただいたら、町民は非常に困

ることになるとその点を指摘して、私の反対討論といたします。以上です。 

○議長（篠塚信太郎君） 次に、原案に賛成者の発言を許可します。 

 ほかに討論はありませんか。 

山田君。 

○１０番（山田 均君） ただいま提案されております、議案第４５号 平成３１年度京丹波

町新庁舎整備事業 木材調達契約について、反対の立場から討論を行います。 

  提案の理由は、平成３０年１０月２４日開催の第３回臨時会で新庁舎整備事業として木材

調達契約議案が提案されましたが、その時の提案理由は、新庁舎建設の構造を木造と鉄筋

コンクリート造の複合構造としており、木材の調達には、原木の切り出しから伐採、仕入

れ、加工など複数の工程があり、長期間を要することから木材調達を先行して行うもの。

また、新庁舎整備事業を契機として、町内産木材活用モデルとして、生産者等の森づくり

意欲の拡大、森林林業分野の担い手の育成と技術継承を高めることを目的として、製材業

者としてのノウハウをもつ町内３業者で構成された共同企業体と随意契約を締結するもの

と同じであります。新庁舎建設は、１０年、２０年後の京丹波町のまちづくりはもちろん、

５０年先も見通して考えることは言うまでもありません。特に全国的でも人口減少による

消滅自治体が生まれることさえ、言われてる中で、新庁舎建設は、人口規模や財政規模に

見合った新庁舎にすべきであります。町長選挙で町民が示したのは、新庁舎建設は京丹波

町の財政規模などに見合った、身の丈にあった新庁舎にすべきであるということでありま

した。提案されている木材調達の方法は、随意契約方式です。町民の多額の血税を投入す

る新庁舎建設事業は、町内産木材を使用すること、生産者等の森づくり意欲の拡大、林業

の担い手育成と技術継承を図るとしていますが、新庁舎で使う木材は、町有林で、町内の

林家等生産者の森づくり意欲はどのように生まれてくるのか具体的に明らかにすべきであ

ります。具体的な提案や今後の見通しは見えてきません。結果として、一部の特定の業者



－  － ３７ 

に利便を図ることになってしまいます。新庁舎建設は大事業であり、公共事業です。当然、

一般競争入札とすべきであります。また、木材の調達には、原木の切り出しから伐採、仕

入れ、加工など複数の工程があり、長期間要することも留意しておりますが、第三者から

の見積も公表しないなど不明瞭であります。Ａ社、Ｂ社、Ｃ社などで当然公表すべきであ

ります。町長の公約である行政の公正、透明化の徹底とも相反する対応です。これでは町

民は納得できません。町長は公約を守るべきであります。また、平成３１年度基本方針の

町行政の公正化は、言葉だけになっています。もっと情報公開を徹底すべきであります。

特に、町の財政状況の見通しが、危機的な状況にある中で、新庁舎建設は必要最小限の規

模と予算額で建築するのには、どんな方法があるのか、鉄筋を主体とするのか、鉄筋コン

クリートなどはどうなのかなど町民にもっと情報が届くよう、積極的な情報発信を行う姿

勢が求められています。そして、交流ラウンジなど旧町ごとに設けることや大会議室は、

中央公民館の改築見通しと合わせて、考えるべきであります。若者定住や子育て支援のま

ちづくりからも図書館は新庁舎内に設置できないかなど、もっと見直しが必要なことは、

明らかであります。木材調達契約の提案は、新庁舎建設は、基本設計どおりに進めていき、

結果として既成事実が積み上げられ、事業費総額の２９億５，０００万円までの事業を行

うやり方で、結果として事業費や各経費の節減や削減、見直しなども不十分であいまいに

なり、周辺整備も含めると費用が大幅に膨らんでいくことになります。新庁舎建設は、京

丹波町の今後の財政見通しや人口見通しなどを踏まえて、身の丈にあった新庁舎の規模と

事業費で建設するということを改めて求めるものであります。新庁舎建設の総事業費は、

１５億円以内と決めて、取り組むべきではありませんか。京丹波町では、合併後、周辺部

を中心に人口減少と高齢化で集落の維持ですら難しくなってきているとの悲痛な声も出さ

れてきています。更に農協が、和知と瑞穂の支店の生産課をなくして、丹波支店に集約し

ました。しかも通知は紙切れ一枚の機構改革の変更のお知らせで、一方的なやりかたです。

これでは、周辺部も更に疲弊していくのはあきらかであります。地方自治体として、周辺

部に住む住民が安心して暮らせる町政運用を徹底する基本にして、新庁舎建設に取り組む

べきであることを指摘して、反対討論といたします。 

○議長（篠塚信太郎君） これで討論を終わります。 

  これより議案第４５号を採決します。 

  議案第４５号 平成３１年度京丹波町新庁舎整備事業 木材調達契約についてを原案のと

おり決することに賛成の方は挙手願います。 

（少数 挙手） 
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○議長（篠塚信太郎君） 挙手少数であります。 

  よって、議案第４５号は否決されました。 

以上で本日の議事日程並びに本臨時会に付議された事件は、すべて議了しました。 

  よって、本日の会議を閉じ、平成３１年第２回京丹波町議会臨時会はこれをもって閉会い

たします。 

  なお、このあと午前１１時４５分から全員協議会が開催されます。委員の皆様にはご苦労

様ですが、引き続き、この場にてよろしくお願いいたします。 

  本日は大変ご苦労様でございました。 

 

 

午前１１時３７分 閉会 
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